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１ 市民へのＤＶ防止啓発の推進 

【今後の方向性】 

 ＤＶに関する市民の理解は意識調査の結果から確実に高まってきており、相談につ

ながるケースが増えてはいるものの、依然としてＤＶを防止するには至っていません。

また、配偶者間だけではなく、ＳＮＳなどで安易につながりを持った男女間で起きる

交際相手からの暴力も問題になってきています。 

配偶者や交際相手からの暴力をはじめとするあらゆる暴力の防止のためには、配偶

者等からの暴力について正しい理解と認識を深めるための教育・啓発を実施し、配偶

者等からの暴力防止に向けた意識の高揚を図ります。 

本市では、男女共同参画広報紙「みいな」を利用して、ＤＶについての知識や防止

のための啓発を行っているほか、年間を通して市ホームページで周知を図っていきま

す。特に、若年層への意識啓発を行うため、高校生等を対象にデートＤＶの寸劇とグ

ループワークによる出張セミナーなど周知啓発を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①広報紙等に

よる広報・啓

発 

１男女共同参画広報紙

「みいな」や市ホーム

ページなどで、分かり

やすい表現に配慮し、

より多くの人がＤＶに

ついての情報を得られ

るよう工夫に努めます 

「みいな」市広報

誌に 1 ページ掲

載年 6 回（5 月・

7 月・9 月・11 月・

1 月・3 月） 

Web 版「みいな」

への掲載 年 3

回 

「みいな」市広報

誌に 1 ページ掲

載年 6 回 

Web 版「みいな」

の掲載 年 3 回 

市 民 協 働 推

進課 

子育て支援

課（子ど

も・子育て

総合センタ

ー） 

【関係課】 

・ 社 会 福 祉

課 
②中高生を対

象としたＤＶ

の知識と防止

のための啓発 

２若年層からの意識啓

発を行うため、学生を

対象にＤＶについての

正しい知識の周知に努

めます。 

デートＤＶ防止

パンフレット配

布（1,826 冊）高

校生出前講座と

して、デートＤＶ

の動画視聴と意

デートＤＶパン

フ レ ッ ト 配 布

（2,000 冊）高校

生出前講座によ

る、デートＤＶの

啓発（県立高校 3

市 民 協 働 推

進課 

 

基本目標Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり 
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識調査（362 人）

を実施（県立高校

2 校） 

校、500 人） 

２ 学校における人権教育や男女共同参画教育の推進 

【今後の方向性】 

男女間のあらゆる暴力を根絶するためには、子どもの頃から人権教育や男女共同参

画意識教育を通して命の大切さや男女が互いに相手の人権を尊重する意識を一人一

人に根付かせることが重要です。 

学校教育の中で様々な人権問題や性に関する指導を行い、特に中学生に対しては、

思春期教育の一環として社会科、保健体育等の授業でデートＤＶ予防授業を行ってい

きます。 

子どもの頃からの教育の重要性を踏まえ、学校教育活動全体を通して子どもたちの

人権教育、男女共同参画意識教育の中で、ＳＮＳなどの使い方の注意喚起などを含め、

子どもの発達の段階に応じたＤＶ防止につながる教育を進め、ＤＶに対する意識を高

めていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①学校におけ

る人権教育の

充実 

３基本的人権の尊重を

重要な位置付けとして、

各小中学校で実施して

いる人権教育や人権擁

護委員による人権啓発

を推進します。 

ア)人権の花運動【対象：

小学校】花を児童が協力

して育てることを通じ

て、人権尊重思想を育み

ます。 

イ)人権教室・人権講話

【対象：小中学校】人権

教室、講話において、人

権尊重の大切さを学び

ます。 

ア)実施 

市内小学校 4 校 

イ)人権教室・人権

講話の実施 

市内中学校 2 校 

継続して実施 市 民 協 働 推

進課 
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 ４児童・生徒、保護者、

教員に対し、人権教育 

支援訪問を活用した人

権教育ワークショップ

等を行います。 

人権教育ワーク

ショップ等を実

施 し た 学 校 数 

12 校 

人権教育ワーク

ショップ等を実

施 し た 学 校 数 

30 校 

学校教育課 

②学校におけ

る男女共同参

画教育・学習の

充実 

５ 

ア)学校での性に関する

指導の中で、男女平等

の理念やＤＶ防止に

つながる内容を学習

します。 

イ)男女平等の理念やＤ

Ｖ防止等に関する指

導について研究を推

進します 

保健体育・道徳・

学級活動・社会科

等において性に

関する指導や人

権教育を実施 

継続して実施 学校教育課 

③ＤＶ防止の

ための保護者

（大人）教育 

６ＤＶ防止につながる

内容をテーマとした生

涯学習出前講座を実施

します。 

各課に対し「生涯

学習課出前講座

案内に登録でき

るよう働きかけ

を行った。 

各課に対し「生涯

学習出前講座案

内に登録できる

よう働きかけを

行う 

生涯学習課 

④思春期教育

（デートＤＶ

の危険性や予

防）の学習及び

指導内容の研

究 

７ 

ア)中学校の思春期教育

として、デート DV の

危険性や予防につい

て学習します。 

イ)デートＤＶの危険

性・予防方法について

指導内容の研究を推

進します。 

保健体育・道徳・

学級活動・社会科

等において性に

関する指導や人

権教育を実施。 

継続して実施 学校教育課 

 

【関係課】 

・健康増進課 

 

 

 

３ 職務関係者等への研修の実施 

【今後の方向性】 

ＤＶ防止と被害者支援には、市、公共機関等のＤＶ被害者に関わる職務関係者の資

質の向上が重要です。 
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 特に、ＤＶ被害者の家庭の子どもたちは、児童虐待のリスクが高くなるため、直接

関わることになる学校や保育所等の職員が、問題の早期発見・早期対応に努める必要

があります。そのため、関係機関・職員のＤＶに関する知識を向上させ、ＤＶのある

家庭の子どもへの対応力の向上に努めます。 

また、医療現場でのＤＶに対する認識を確認し、ＤＶに関する理解とＤＶ被害者へ

の関わり方について連携を図ります。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①市職員、教職

員及び医療関

係者を対象と

した研修 

８ 

ア）市職員、学校関係者

や保育所等の職員及び

医療関係者に対して、Ｄ

Ｖの実態や知識、ＤＶ被

害者家庭との関わり方

の研修を実施します。 

研修会の実施１

回（ＤＶ基本計画

庁内推進員、学校

関係者、保育所等

職員） 

年１回研修会の

実施 
子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

 

 

４ 再発防止に向けての調査・研究 

【今後の方向性】 

ＤＶ防止法の制定以来、ＤＶに対する取組が、加害者責任の追及よりも、加害者の

元を離れることを前提とした被害者の安全確保やその後の自立支援に重点が置かれ

たものとなっています。 

前計画策定時において加害者更生について検討をおこないましたが、実施について

は実効性が不透明であることから実現は難しい状況でした。 

令和 3（2021）年 3 月に公表があった内閣府が実施した加害者プログラムに関する

調査研究報告書では、民間団体と協働によるＤＶ加害者の更生プログラムの試行を行

い、参加者の意識や行動に一定の変化があったといった報告がされていますが、実施

については、リスクアセスメント、多機関連携、法的整備など課題が多く、市が取り

組むことは現状として難しいと考えます。 

このような状況を踏まえ、国の調査研究や関係団体等の取組に関する情報を収集し

ながら、本市ができる再発防止策を研究していきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①暴力の未然

防止・再発防

9ＤＶに関する研修会

への参加や関係機関等

実施 

県主催の婦人保

継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・
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止のための情

報収集 

 

との情報共有などを行

い、暴力の未然防止・再

発防止のための情報収

集に努めます。 

護業務研修会 4

回参加 

子 育 て 総 合

センター） 

②ＤＶ防止を

はじめ、再発

防止のため啓

発を実施検討 

10 市民に対しＤＶ防止

に関するセミナーの実

施を検討し、ＤＶ防止、

ＤＶを受けた際の対応

について啓発を図りま

す。…新規 

新規のため実績

なし 

継続して実施 市 民 協 働 推

進課 
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１ ＤＶ被害者を早期に発見するための環境づくり 

【今後の方向性】 

ＤＶは親しい間柄や家庭内で起こるため表面化しにくいことから、外部からの発見

が難しく、その行為がエスカレートし、被害が深刻化する特性があります。 

早期発見するために、保健・医療機関や学校関係者、福祉関係者や地域で活動して

いる人たちなどＤＶを発見しやすい立場にある関係者に対し、通報窓口や通報方法の

周知徹底を努めます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）年

度実績 

令和 9（2027）年

度目標 

担当部署 

①関係機関と

の連携・協力

による早期発

見 

11 

ア)子ども・子育て総合

セ ン タ ー が 中 心 と な

り、民生委員・児童委

員、人権擁護委員、医療

機関、学校、保育所、地

域包括支援センター等

に対し、ＤＶに関する

知識や通報方法に関し

ての周知を行うことに

より、連携・協力を強化

し、被害者の早期発見

に努めます。 

イ)要保護児童対策地域

協議会実務者会議・ケ

ース会議等で情報の共

有化を図ります。 

実施 

ア）地区民生委

員定例会等に出

席し DV などの相

談窓口などを行

った。 

イ）毎月行われ

る要保護児童対

策地域協議会の

ケース会議等に

婦人相談員が出

席し情報共有を

行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ど

も・子育て

総合センタ

ー） 

【関係課】 
・社会福祉課 
・高齢福祉課 
・健康増進課 
・国保年金課 
・保育課 

・学校教育課 

①関係機関と

の連携・協力

による早期発

見 

12ＤＶ被害者又は発見

者から連絡を受けた場

合、子ども・子育て総合

センターをはじめとす

る相談窓口に連絡・相

談し、速やかな対応に

努めます。 

実施 継続して実施 子育て支

援課（子

ども・子

育て総合

センタ

ー） 
【関係課】 
・社会福祉課 
・高齢福祉課 
・健康増進課 
・国保年金課 

基本目標Ⅱ ＤＶ被害者の早期発見及び相談体制の充実 
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・保育課 

・学校教育課 

②相談窓口の

周知 

13 市民が利用する身近

な施設への相談窓口カ

ードの設置を始め、男

女共同参画広報紙「み

いな」や広報「なすしお

ばら」での周知に努め

ます。 

実施 継続して実施 市民協働推

進課 

 

 

２ 関係機関と連携した相談体制の充実 

【今後の方向性】 

本市におけるＤＶに関する相談回数は年々増え続け、相談の内容は複雑で多岐にわ

たっています。適切なＤＶ被害者支援を行うためには、関係機関との連携が不可欠で

す。  

ＤＶ被害者は加害者からの報復や家庭の事情など様々な理由から支援を求めるこ

とをためらうことも考えられます。ＤＶ被害者の安全確保を最優先としながらも、今

後の生活について被害者が主体的に考え、自己決定できるように寄り添いながら支援

をしていきます。 

婦人相談員等が適切な情報提供を行うとともに、関係課の効果的な連携により円滑

な支援が行える体制を整備することが重要です。ＤＶ被害者が気軽に相談でき、状況

により避難の手助けや、自立のための支援など、適切な情報提供、関係機関との連携

などを総合的に進めて行きます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①相談窓口の

機能充実 
14 子ども・子育て総合

センター内に設置して

いる婦人相談員を中心

にＤＶの専門的な相談

の総合窓口として対応

できるよう、相談員の

充実や関係機関との連

携強化などを行い、機

能充実を図ります。 

ＤＶ相談件数 

51 人 
ＤＶ相談件数 

80 人 
子 育 て 支

援課（子ど

も・子育て

総 合 セ ン

ター） 

②複合的な 15ＤＶ問題に限らず家 重層的支援会議 重層的支援会議 社会福祉課 
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課題への対

応 

庭等のおける、多様化・

複雑化する課題につい

て、庁内関係機関にと

らわれず、横断的・包括

的 な 支 援 体 制 を 構 築

し、様々な相談を受け

止め、関係機関と連携

し相談支援を行う。…

新規 

でのケース検討

…未実施 

でのケース検討

実施 

③ 関 係 機 関

（市の機関）

との連携 

16ＤＶ被害者本人から

関係機関（市の機関）の

相談窓口に相談があっ

た場合に確実にＤＶ相

談窓口（子ども・子育て

総合センター）につな

がるよう連携強化を図

ります。 

実施 

庁内 DV 対応マニ

ュアルを作成し

内容の更新を行

い関係課と共有

を行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ど

も・子育て

総合センタ

ー） 

④相談員の育

成 

17 専門的知識を得られ

るよう婦人保護業務に 

関する研修会への積極

的な参加に努めます。 

 また、その専門性に

も鑑み適切な処遇とな

るよう努めます。…充

実 

実施 

県主催の婦人保

護業務の研修の

ほか関連する研

修を受講した。 

継続して実施 子育て支援

課（子ど

も・子育て

総合センタ

ー） 

 

３ 障害者・高齢者・外国人への対応の充実 

【今後の方向性】 

ＤＶ被害者には、高齢者、障害者、外国人も含まれ、コミュニケーションを上手に

とれないなど困難を抱えている場合もあり、問題が顕在化しにくい状況にあります。 

それぞれが持つ特性のために相談窓口にたどり着くことがより困難な状態にある

ことを踏まえ、本人や家族を含む地域住民に対するＤＶ問題の啓発などを通じ、日ご

ろから関係機関・団体との綿密な連携を図ります。 

 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①高齢者に対 18 介護保険等のパンフ 実施 継続して実施 高齢福祉課 
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するＤＶ防止

の啓発 
レット作成時に、高齢者 

虐待防止の観点から啓

発を行います。 

パンフレットを

作成し関係機関

へ配布 
②障害者・高

齢者・外国人

に対する見守

りや相談業務

の充実 

19 地域包括支援センタ

ーが相談窓口となり、 

「権利擁護」の一方法で

ある成年後見制度につ

いての周知を図り支援

を行います。 

実施 

パンフレットを

作成し関係機関

へ配布 

継続して実施 高齢福祉課 

②障害者・高

齢者・外国人

に対する見守

りや相談業務

の充実 

20 地域自立支援協議

会※を通じ、相談支援

専門員、 

障害福祉サービス事業

所等に対し、相談業務

の充実を図り、障害者

虐待防止の観点からの

取組について周知しま

す。 

※障害者の日常生活および

社会生活を総合的に支援す

るための法律第 15 条に規

定されている組織。地域に

おける障害者福祉に関する

関係者による連携及び支援

体制に関する協議を行うた

めに設置されている。 

実施 

地域自立支援協

議会において障

害者虐待防止の

観点から取り組

みの周知を行っ

た。 

継続して実施 社会福祉課 

②障害者・高

齢者・外国人

に対する見守

りや相談業務

の充実 

21 外国人生活相談窓口

を開設します。 

実施 

相談件数 241 件

※DV に関する相

談はなし 

継続して実施 市民協働推

進課 

③外国人相談

窓口の周知強

化 

22 外国人転入者には、

外国人生活相談窓口の 

案内チラシの配布を行

います。 

実施 

外国人生活ガイ

ドブックを転入

時に配布 

継続して実施 市民協働推

進課 

 

４ ＤＶ被害者を孤立させないための情報提供の推進 

【今後の方向性】 
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ＤＶ被害者が避難後、安心して地域生活を送ることができるようにするため、支援

者たちと適度な距離を保ちつつ、孤立せずに必要なケアを受けながら自立へ向けた準

備を進めていくことができる環境の整備を図ります。 

 

 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①ＤＶ被害者

への定期的な

連絡 

23 婦人相談員による経

過確認を行うとともに 

必要な情報の提供に努

めます。 

実施 

相談者の意向沿

って経過確認を

行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 
② Ｄ Ｖ 被 害

者 に 対 す る

支 援 の コ ー

ディネート 

24ＤＶ被害者の身辺状

況を的確に把握し、支援

者がいない場合は適切

な関係機関につなぎ、被

害者の孤立を防げるよ

う努めます。 

実施 

被害者の生活状

況を十分に把握

し必要な場合は

関係機関への連

携を行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

 

５ 苦情への迅速かつ適切な対応の推進 

【今後の方向性】 

ＤＶに関する相談や支援等を行う上で、ＤＶ被害者の安全確保と二次被害防止に留

意して対応するよう職員への周知に努めていますが、それでも適切な対応がなされな

い場合もあり得ます。 

ＤＶ被害者から市の対応への苦情等があった場合には、関係各課で適切に対応する

事ができるよう、苦情を分析し見直しを行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①苦情の対応 25 被害者からの苦情が

あった場合は、相談窓 

口を設置している子ど

も・子育て総合センター

を中心に関係者会議を

実施します。 

実施 

苦情は寄せられ

てなかったが、

対応できるよう

常時情報共有を

図っている。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 
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１ ＤＶ被害者の安全対策の強化 

【今後の方向性】 

通報により発見されたＤＶ被害者や一時保護を求める被害者に対しては、一時保護

所や警察、市の関係機関、民間支援団体が連携しながら迅速に被害者の身の安全を確

保することが不可欠です。 

年々複雑・多様化するケースに対しても迅速に対応できるよう支援体制の強化を図

ります。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

① 関 係 機 関

（避難場所）

との連携 

26 関係機関（とちぎ男

女共同参画センターや 

母子生活支援施設等）と

の連携を深め、被害者に

対して協力して安全対

策を図れるよう体制強

化に努めます。 

実施 

関係機関とは積

極的に連携を図

り、安全対策を行

った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

②ＤＶ被害者

の受入体制の

整備 

27ＤＶ被害者が他市町

村へ避難する際は、自 

立して生活できるよう

避難先自治体へ必要に

応じ情報提供を行うな

どして受入体制を整備

します。 

実施 

必要に応じて、避

難先の自治体の

相談員へ情報提

供などの連携を

行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

③一時避難場

所の確保・支

援の強化 

28 多様化・複雑化する

ＤＶ被害者の支援に対 

応するため、ＤＶ被害

者等緊急一時避難支援

事業を実施します。 

実施 

被害者の適切な

避難が実施され

たため利用者は

居なかった。 

実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

  

２ ＤＶ被害者の支援者等の安全対策の徹底 

【今後の方向性】 

ＤＶ被害者だけでなく、ＤＶ被害者の支援者も、加害者からの被害者追及の対象に

される場合があり、支援者の安全確保を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

基本目標Ⅲ 安全に配慮した支援体制の充実 
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①安全確保の

ための情報提

供 

29ＤＶ被害者本人へ相

談内容や相談先を外部 

に漏らすことのないよ

う注意喚起し、必要に応

じて警察にも協力依頼

を行います。 

実施 継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

 

  



第４章 計画の内容 
 

36 

 
 

１ ＤＶ被害者の保護のための支援 

【今後の方向性】 

那須塩原市では、ＤＶ被害者の一時保護の機能を有していない為、県の保護所や

民間のシェルター等に依頼し、一時保護を行っています。 

ＤＶ被害者が安心できる一時避難施設の確保に向け、県や民間シェルターとの連

携を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①民間シェル

ター運営の支

援 

30ＤＶ被害者の保護に

おいて、民間シェルター

との連携により体制の

強化が図れるため、運営

団体に対し、那須塩原市

女性保護団体運営費補

助金の交付を行います。 

実施  

1 団体交付 
継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

②一時避難所

との情報共有 

31ＤＶ被害者の自立に

向けて一時保護所に入

所後も連携を図り、情報

の共有を図ります。 

実施 

入所者があった

場合漏れなく情

報共有を行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

 

２ 司法的解決に向けた支援 

【今後の方向性】 

ＤＶ被害者が加害者から離れて新しい生活を始める場合には、様々な手続きの場

面で司法的な解決が必要になることもあります。 

離婚の手続に当たって調停や裁判などを行う場合は、弁護士等の支援と共に、Ｄ

Ｖ被害者が安心して司法解決に臨めるよう婦人相談員等が被害者の支援を行って

いきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①無料法律相

談の斡旋 
32 必要に応じ、市で行

っている無料法律相談、 

とちぎ男女共同参画セ

ンター内で実施してい

る無料法律相談、法テラ

実施 

被害者の状況を

適切に把握し、必

要に応じて案内

を行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 

基本目標Ⅳ ＤＶ被害者の自立に向けての支援の充実 
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ス、栃木県弁護士会など

への案内を行います 

３ 心の回復に向けた支援 

【今後の方向性】 

ＤＶ被害者は様々な暴力を繰り返し受ける中で、心身の不調を抱えることも多

く、例え加害者から逃れられたとしても、加害者が迫ってくるのではないかという

恐怖心、将来への不安など、様々な悩みを複合的に抱えることにより、不安定な精

神状態に陥り、時には日常生活が困難になる場合もあります。 

こうしたことから、大きな精神的ダメージを受けたＤＶ被害者が心身の健康を取

り戻し、地域で生活していくためには、専門的な知識をもつ精神科医への相談やカ

ウンセラーを案内するなど、包括的な支援を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①カウンセリ

ングの実施 
33 日本カウンセリング

学会認定カウンセラー 

による「こころの相談」

を毎月 2 回実施します 

実施 継続して実施 社会福祉課 

 

４ 子どもに対する支援 

【今後の方向性】 

ＤＶは家庭内で起こることが多く、その環境で暮らす子どもの多くは、深刻な影

響を受けています。子どもが両親の暴力を目の当たりにすることは、児童虐待に当

たると法律で定められており、子どもの心理に大きな影響を与えることになります。 

子どもの心のケアが非常に重要であることから、児童相談所や学校・保育所等と

連携を図っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）

年度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

① 関 係 機 関

（学校・保育

所・教育機関

等）との連携

の強化 

34 親のＤＶを見せるこ

とは児童虐待でもある 

ため、子どもの様子を注

意深く見守りながら、関

係機関との連携を図り

ます。 

実施 

被害者に子ども

がいる場合は、同

センター内の家

庭相談員と情報

共有を行った。 

継続して実施 子育て支援

課（子ども・

子育て総合

センター） 
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５ 個人情報の保護 

 【今後の方向性】 

ＤＶの相談は、広い範囲の人間関係に関わる内容を含んでおり、プライバシーに

深く立ち入ることになることから、慎重に管理しなければなりません。 

また、住民基本台帳の閲覧制限をしているＤＶ被害者については、安全確保の面

からその個人情報について細心の注意を払い、管理を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）年

度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①個人情報の

取扱い 
35 緊急の場合、安全確

保のため必要な情報は

関係機関へ提供します

が、本人に了解を得る

などするほか、情報の

秘密を保持します。 

実施 

個人情報の取扱い

について内規を定

め、被害者本人に

理解を得て、情報

共有を行った。 

継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

②住民基本台

帳の閲覧制限

の支援措置 

36 

ア)ＤＶ被害者の住民

票・戸籍の附票の発

行制限、住民基本台

帳の閲覧用の名簿か

ら除外をします。 

イ)住民基本台帳端末

で支援対象者である

旨のメモの表示が出

るように設定しま

す。 

ウ)関係市町村に通知

をします。 

エ)第三者から請求が

あった住民票、戸籍

の附票交付について

は、取扱注意のメモ

を添付して交付しま

す。 

オ)本人通知制度によ

り第三者の請求時に

支援対象者及び警察

に情報提供を行いま

実施 

ア）被害者の求め

に応じ適切に実

施した。 

イ）システムの設

定を行い、注意

喚起を行った。 

ウ）対象者が転入

出する場合は、

関係自治体と連

絡を行った。 

エ）取組のとおり

実施 

オ）取組のとおり

実施 

その他、措置期

限到来者について

は連絡を行い、意

思確認を行ってい

る。 

継続して実施 市民課 
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す。 

③ 関 係 機 関

（学校・保育

所・教育機関

等）への配慮

すべき事項の

周知 

37 加害者が子どもの

就学先を訪ねることや

問い合わせがあること

から、特段の配慮が必

要なため、関係者に対

応方法や配慮すべき事

項の周知を行います。 

実施 

関係機関へ情報提

供など行った。 

継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

６ 住居確保のための支援 

 【今後の方向性】 

住居の確保はＤＶ被害者の生活再建の上からも重要です。前計画策定後には住宅

セーフティネット制度が整備され、住宅の確保の選択肢は増えておりますが、保証

人や経済的な問題で、住居を確保することが困難な場合があり、十分ではありませ

ん。このため、市では引き続き市営住宅の入居に対して配慮し、個別の対応をして

いきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）年

度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①市営住宅の

目的外使用に

よる入居 

38ＤＶ防止法による保

護命令の決定を受けた 

ＤＶ被害者、一時保護さ

れたＤＶ被害者への市

営住宅への入居に配慮

し、関係機関と連携を図

り適切な対応を行いま

す。 

実施 

入居 0 件 相談 0

件 

継続して実施 都市整備課 

②母子生活支

援施設の活用 

39 子どもを同伴するＤ

Ｖ被害者については状 

況に応じ、母子生活支援

施設との連携と活用を

図ります。 

実施 

施設委託件数 

0 件 

継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

 

７ 経済的自立のための支援 

【今後の方向性】 

ＤＶ被害者は、専業主婦であったり、就業していてもＤＶから逃れる際に職を失

ってしまう場合などがあり、生活面や経済的に弱い立場にあることが多く、さらに
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子どもを同伴している被害者は、金銭面や就園・就学についても不安を抱えていま

す。このような被害者が支援を受けられるよう情報提供を行っていきます。 

具体的な施策 事業内容 令和 3（2021）年

度実績 

令和 9（2027）

年度目標 

担当部署 

①保育所等の

入園や学校の

入学の配慮 

40ＤＶに関連する転出

入については、面談を行 

い、具体的な状況を把握

するよう努めます。指定

校変更や区域外就学等

で対応し、転出先が分か

らないように各市町村

教育委員会間で配慮し

ます。 

実施 

状況を適切に把握

しながら、転出入

管理をおこなうこ

とができた。 

継続して実施 学校教育課 

①保育所等の

入園や学校の

入学の配慮 

41 保育所や学校等の入

学等に関しては、関係 

機関と連携し、情報提供

を行うなど、申請しやす

い環境の提供を行いま

す。 

実施 継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

②各種福祉制

度に関する情

報の提供と活

用への支援 

42ＤＶ被害者の状況に

応じて、国民健康保険、

母子福祉関連制度、児童

扶養手当等様々な福祉

施策の情報提供を行い、

関係課と連携しながら

経済的自立の支援を行

います。 

実施 継続して実施 子育て支援

課（子ど

も・子育て

総合センタ

ー） 

【関係課】 
・子育て支援
課 
・社会福祉課 
・高齢福祉課 

・国保年金課 

③ＤＶ被害者

の再就職の支

援 

43 母子父子自立支援員

による自立支援プログ 

ラム策定を行い、ハロー

ワークと連携し、就労支

援を行います。 

実施 継続して実施 子 育 て 支 援

課（子ども・

子 育 て 総 合

センター） 

 

※計画の全体的な連携やそれぞれの役割について、概要を図にまとめたものを次ペー

ジ（P.40）に掲載していますのでご参考ください。 

 

 




